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令和７年12月 報道機関との定例懇談会 要旨 

 

１ 日  時 令和７年12月２日(火)13：15～14：15 

２ 会  場 市長応接室 

３ 参 加 者 報道機関10社、市側 

４ 懇談の概要 

(1) 情報提供項目 

久慈地域障がい者アート作品展及び第九演奏会、久慈市市制施行20周年記念式典など、市長から８件お知

らせした。情報提供項目終了後、遠藤市長の進退に関する説明および質疑応答が行われた。 

 

(2) 記者との質疑応答 
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今後の県立高校に関する地域検討会議について 

16日（火）に開催される県立高校に関する地域検討会議について、市長が出席されるとのことで

あるが、学科の集約が示されていることへの受け止めと、会議で県に対してどのような点を伝える

のか伺いたい。 

高校再編については、これまでも県から説明を受けており、会議も重ねられてきた。今回が3回

目となる。久慈翔北高校の水産系と食物関係の学科については、一部時期の延期の話は聞いている

が、再編の方向性自体は県の方針として変わらないとの説明であった。 

以前から申し上げているとおり、水産業や調理など食物関係の分野は、後継者育成のために極め

て重要なコースである。これが宮古に集約されるとなれば、市内の子どもたちにとって大きなマイ

ナスである。宮古への毎日の通学は、車でも片道１時間以上、三鉄を利用すればさらに時間を要し

現実的ではない。特に水産専攻は、志願者が多いと聞いている。久慈の漁業は厳しい環境にある

が、次の世代を育てなければ産業として継続できない。そうした中で、専攻課程がなくなり宮古に

集約されるというのは、やはり問題である。下宿という選択肢は示されているが、そこまでして進

学するかという点も課題であり、現状でも宮古に通学する久慈の高校生はほとんどいない。 

当市としては若者の地元定着を重視し、キャリア教育にも取り組んできた。地元での選択肢が減

ることは極めて重大な問題であり、今回の会議でも引き続き強く訴えていく考えである。 

統合理由があることは理解しているが、市としては現状の形で選択肢が確保されるよう、強く求

めていく姿勢に変わりはない。存続していただきたいという点を、強く申し上げたいと考えてい

る。 

 

平庭高原スキー場について 

今シーズン、九戸村のスキー場が営業しないという話があるが、その分を平庭高原スキー場で受

け止めるための対策はあるか。また、新たに整備した施設や、修繕した箇所はあるかお聞きした

い。 

特段、新しいメニューを用意しているわけではないが、平庭は雪質がパウダースノーで非常に評

価が高く、利用者も安定して確保できている。藤田杯スノーボード大会も毎年定員を大きく上回る

申し込みがある。人気のスキー場であると認識している。冬のスポーツや雪に触れる機会は子ども

たちにとって重要である。久慈市としても平庭観光開発株式会社と連携し、しっかりと営業を続け

ていきたいと考えている。 
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第１リフトの修繕の一部を完了しているとのことである。来年度以降も計画的に修繕していく予

定である。 

 

平庭高原白樺林再生協議会（最終報告会）について 

久慈市では「日本一美しい白樺林」と紹介しているが、今後の維持管理について、資料では令和

８年度以降に本格化するとされている。今回の報告書提出後、協議会は役割を終えるのか、それと

も今後も市と共に取り組むのか伺いたい。 

今回、具体的な整備方針をご提言いただく。ただし、久慈市のみで整備を進められるものではな

い。協議会には大学教員や国の森林関係の専門家など、多くの専門家が参加している。今後も整備

を進めるにあたり、適宜助言をいただき、現地の状況を見ながら共に取り組んでいく必要がある。

協議会は組織として今後も継続し、サポートを受けながら進めていきたいと考えている。 

 

久慈育ち琥珀サーモン養殖開始について 

沿岸部では陸前高田市や大船渡市で大規模なサーモン養殖が進んでおり、産地間競合の可能性も

あると思うが、久慈市としてどう受け止めているか。 

県内でも大規模なサーモンプロジェクトが進んでおり、岩手県全体としてサーモンの一大産地と

なる契機であり、喜ばしいことと考えている。琥珀サーモンの知名度が上がることで、久慈のサー

モンへの注目度も高まり、波及効果も期待できる。 

産地間競争については、現在国内市場ではシロザケの歴史的不漁により供給不足が続いており、

輸入や国内養殖で補っている状況である。しばらくは売り手優位の状態が続くとみている。 

久慈市漁協では、山ぶどうの搾りかすを混ぜた餌を使用するなど、差別化を図っている。将来的

にはブランディングを強化することが重要であると考えている。 

久慈市は漁協中心の取り組みであるが、大手水産会社が参入している地域もある。現時点で商業

的な競合の可能性はあるか。 

県南では大手が参入し、販路拡大に取り組んでいると聞いている。岩手県全体として「岩手サー

モン」のブランド化が進められており、ロゴマークやキャッチフレーズの検討が行われている。久

慈市としても、この流れに乗りながら取り組みを進めたいと考えている。 

県のブランド化について、今年度中に打ち出しがあるのか、スケジュール感を伺いたい。 

県によれば、ロゴマークやキャッチフレーズについて早期に示したい意向があるとのことであ

る。ただし、現段階で具体的に提示できる状況にはないとのことであった。 

今期の漁獲見込みについて伺いたい。 

漁協によれば、イケスを２基増設し、この２基のイケスは、これまでより大型の生けすを使用す

ると聞いている。具体的な数字は確認が必要だが、200㌧（合計1,000㌧）程度多く水揚げする予

定と伺っている。明日の12時頃から、漁場外の養魚場から運ばれた稚魚を作業船に積み、投入す

る形で開始される予定である。 

 

遠藤市長の進退に関する説明および質疑応答について 

 これまでも市議会等で話題にしてきたところであり、私の今期の市長任期は来年３月で終了する

こととなっている。いわゆる多選自粛条例を、市長就任１年目に自ら制定した経緯もあり、これは

市民の皆さんに対する大きな約束であると考えている。今回はその条例に従い、来年３月をもって



 3 / 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 者 

 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 者 

 

市 長 

 

 

 

記 者 

 

市長職を退任したいと考えている。 

この間、さまざまな出来事があった。東日本大震災からの復興など自分なりの公約を掲げて取り

組んできたが、平成28年と令和元年の２度にわたり大型台風の直撃を受け、市内が大きな被害を

受けた。この立て直しにも大きな労力を要した。その後は新型コロナウイルス感染症の拡大とい

う、予測不能の事態に直面し、その対応にも追われた。また、国や県から日本海溝・千島海溝を震

源とする大地震と津波が切迫しているとも示され、しっかりと対応するよう求められた。 

本来、自分がやりたかったことを十分に実行できたかと言われれば、じくじたる思いもあるが、

その都度、何を優先して取り組むべきかを職員と相談しながら、優先順位を付けて進めてきたとこ

ろである。結果として、公約に掲げた事項を十分に達成できたかと問われれば、なお悔いの残る部

分もある。しかし、残された任期に、全力で課題解決に向けて取り組んでいきたいと考えている。 

 皆さんには、この間大変お世話になり、ご協力をいただいたことに改めて感謝申し上げる。きち

んとした形でお伝えする場を設けたいと考え、今回このような場を設定した。市民の皆さんが遠藤

が進めてきたことをどのように評価されるかについても、真摯に受け止めていかなければならない

と考えている。 

 ３期までという多選自粛の条例を設けたご自身の判断について、今振り返って、どのように受け

止めているのか。 

 私が聞いているところでは、東北で多選自粛条例を持っている首長は私だけのようである。以前

はもう少しいたのではないかと思うが、任期の長い首長も全国にはおり、それはそれぞれの考え方

と地域の状況によるものだと理解している。 

 私自身は前職が岩手県庁の職員で、県内外の自治体を見てきた。首長という職は責任が非常に重

く、３期12年を務めるだけでも大変だと感じていた。これが４、５期と続けられる方というの

は、よほどタフでなければ務まらないのではないかと思っている。 

さらに、時代の変化は非常に速く、技術革新ひとつとってもどんどん変わっていく。そうした変

化を理解する力がなければならないし、組織の長として最終的な判断・決定を下す立場である。私

自身、長くて12年という期間が一つの区切りになると考えており、その後は次の世代が担うべき

ポストであると考えていた。 

 ３期12年という選択は、自分にとって妥当であったと今も思っている。「もう一回やったら」

と声をかけてくださる市民もいるが、市民との大きな約束であり、自分がわきまえて判断しなけれ

ばならない。 

やり残したことは山ほどある。しかし、どれほど任期を重ねても「すべてをやり切った」と言え

るものではない。やり残した課題については、次の方がどう判断するかにもよるが、しっかり取り

組んでいただきたいと考えている。 

公約を果たすためにも条例を外して続けてほしいという趣旨の声もあった。そのような声を聞い

た時、心が揺れたり迷ったりすることはなかったのか。 

市民の皆さんの意見は実に様々である。続けてほしいという方もいれば、そうではない方もい

る。その点は自分でわきまえるべきだと考えている。これまで12年間市長を務めてきて、人の意

見がいかに多様であるかを身にしみて感じてきた。励ましの言葉をそのまま受け取ってよいのか、

という迷いも当然ある。しかし、最終的に決めるのは自分自身であるという思いに変わりはない。 

３期12年の任期の中で、特に印象に残っている仕事、どのようなことに取り組んだかをお聞き

したい。 
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平成28年の台風10号は本当に大変だった。町の中心部では久慈川が越水し、泥水が一気に流れ

込み、広範囲で建物の１階部分が泥に埋まる状況となった。私自身、現場を歩いたが、実際、どう

やって収拾するのか、お店ももう再開できないのではないか、大量の災害ごみをどう処理するの

か、市民・被災者から次々と寄せられ、本当に災害対応の厳しさを身にしみて感じた。能登半島の

津波・洪水の映像を見ると、久慈と同じような状況であり、当時の痛みが今もよみがえる。 

久慈市は以前から財政的に厳しい状況で運営してきたが、その中で大きな災害を受け、さらに多

くの経費が必要となった。しかし環境省、国交省、岩手県庁からも多くの支援をいただき、困った

時に助けてくれる存在があると痛感した。 

時間はかかったが、町も元に戻り、お店も再開した。市長として、どう復活させるか悩み続け

た。令和元年には再び台風19号が来襲した。これまで台風の直撃を受けた経験のない地域にあっ

て、気象環境の変化も感じたが、職員も懸命に取り組み、皆で力を合わせれば何とかなるのだと実

感した。 

災害の映像を見るたびに当時の痛みがよみがえり、「何か協力できないか」という思いが常にあ

る。 

新型コロナは終わりが見えず、国から次々と施策が降りてくる一方、生きるか死ぬかという状況

であった。何ができるかを模索し続けたが、先が見えないというのは仕事をする上で極めて厳しい

ものであった。世の中は何が起きるかわからない、市民の生活を守るという仕事の責任を痛感し

た。 

もちろん、これらは私一人でできるものではなく、職員、市民の皆さんの力を借りながら進めて

きた。まちづくりはみんなで行うものだと強く学んだ。 

やり残したことがまだ多くあるとのことだったが、市長として積み残したと感じる部分はある

か。 

現在、久慈湊小学校の移転新築工事に取りかかっているが、工事開始のタイミングで資材高騰、

人件費高騰といった予想外の事態に巻き込まれている。中学校も来年３月で４校が閉校する。小学

校も１校が閉校となる一方、存続する学校も老朽化が進んでいる。 

市役所庁舎も浸水区域に位置しており、公共施設全般が老朽化している。アンバーホールも含

め、修繕しなければならない施設が多くある。さらに避難所・避難路の整備も課題として山積して

いる。しかし歳入は交付税を含め厳しさが増しており、限られた財源の中で優先順位を付けざるを

得ない。 

国と県には、確保してほしいと伝えているが、必ずしも良い回答が返ってくるとは限らない。結

局は地元でやりくりしながら、一歩一歩、着実に進めていくしかないのだと感じている。 

東京など財政的に豊かな自治体を見ると、このアンバランスを何とかできないのかと感じる。無

駄遣いをしているわけでは決してないが、苦しい自治体と余裕のある自治体が大きく分かれてい

る。 

市民からは子育て、医療、介護など、もっと頑張ってほしいと言われるが、財源の制約の中で運

営せざるを得ない。厳しい声も多いが、理解を得ながら一つ一つ課題をクリアしていかなければな

らない。これからの市町村経営はさらに大変になると考えている。 

最大の問題は人口減少であり、これは交付税算定の基礎にも影響する。そのため洋上風力発電の

事業にも取り組んでいるが、理解が得られず予定通り進まないなど、課題はまだまだ多い。 

 市長は３期目で、日本海溝・千島海溝地震津波想定発表後の体制強化や避難目標地点の設定な
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ど、さまざまな施策を進めてこられたと思うが、地震への備えについて、ある程度対策が整ったと

捉えているのか。それとも、まだここはやりたかったという部分があるのか、振り返りをお願いし

たい。 

 自主防災組織の結成率は急速に伸び、現在は８割ほどまで整ってきている。また、防災士の養成

も着実に進んでいる。しかし、津波対策・防災は「自主防を作ったら終わり」というほど簡単なも

のではない。組織を作った後、いざという時にどこへ、どう避難するのか、手助けが必要な人はど

こにいるのか、を地域ごとに具体的に共有する必要がある。住民だけでなく、地域外から来る方も

いるし、高齢者施設、企業、学校など、地域ごとに多様な主体がある。それらとの連携をどう構築

するかが重要である。 

津波がいつ発生するかは分からない。春夏秋冬どの時期か、休日か平日か、真夜中か。その条件

によって対応は大きく変わるため、訓練を積み重ね、あらゆる状況を想定しておかなければならな

い。 

高齢化の進行で、一人暮らし、二人暮らしの高齢者が増え、歩行が困難な方も多い。家族も少人

数化しており、いざという時に手助けできる人が近くにいるとは限らない。最悪の場合、4,400人

の犠牲が出るという想定も示されており、これを何としてもゼロにしたいという思いで市民の協力

を得ながら進めている。 

避難は原則徒歩を呼びかけているが、カムチャツカ地震でも多くが車避難となり大渋滞が発生し

た。訓練どおり人が動くわけではなく、その難しさも痛感している。訓練の参加率が上がってきた

ことは関心の高まりとして評価しているが、それだけで満足してよいとは考えていない。 

東日本大震災の時には多くの人が、避難用リュックの重要性を実感したはずだが、今どれほどの

人が準備しているのか疑問もある。高齢化が進んでいる中で、強制するわけにもいかないが、命を

守るための備えだけは続けてほしい。 

条例で、３期・12年までという規定があることが大きいのではないかと感じているが、今回、勇

退を決断した理由として、ほかに何か考えている点があれば伺いたい。 

自分の性格や年齢を考えたことも理由である。ほとんど休みなく務めてきたが、今後も同じペー

スで続けられるのか、体力的・能力的な面でも衰えが出てくると感じている。仕事の進め方が悪い

と言われればそうかもしれないが、できる限り市民の皆さんと会う機会を作り、話を聞く場を設け

たいと考えてきた。大変な職務であると思っている。 

振り返りの中で、やりきった部分、やり残した部分についても言及があった。やりきれたと感じ

ている点、あるいは市政として達成できたと捉えている手応えはあるか。 

市長選に出ようと思った当初は、もっと久慈を明るくしたい、公平公正で分かりやすい市政を実

現したい、市民も職員も自由に物を言える雰囲気をつくりたいと考えていた。職員は優秀であり、

皆でワイワイと議論できる環境が整えば、選択肢も広がると信じて取り組んできた。 

市民や職員がどう感じているかが大事だが、街の雰囲気は少し変わったのではないかと思ってい

る。ただ、やりきったと言えるほどのものではない。しかし、少しでも変わったと言っていただけ

ればありがたい。もう少しやればいいのに、続けてほしいと言われることは嬉しく思う。残り３か

月、全力で努めたい。 

来年３月で任期が満了し、新たな市長が決まることになる。次の市長に期待すること、また久慈

市の今後についてどのように捉えているか伺いたい。 

私がこれまでどう取り組んできたかはお伝えするつもりであるが、これを継続してほしいと言う
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つもりはない。やってきたことは間違ってはいなかったと思っているが、それをどう評価し、どう

引き継ぐかは次の方と有権者が判断することだと思う。久慈市の今後は、次に選ばれる方がどのよ

うに考えるかに委ねられる。 

後継指名について、市長として、この人にやってほしいというお考えはあるのか。 

後継指名については考えていない。後継指名が本当に良いことなのかどうか、自分の中でも疑問

がある。私がこの人をと言うことになれば、次の市長が常に遠藤に相談しなければならない状況に

なりかねない。それは良くないと考えている。市民が自ら選ぶのが最も望ましい。 

基本的には、政治の立場からも身を引かれるという理解でよろしいか。 

今後のご予定について伺いたい。先ほど、政治はしないとおっしゃっていたが、ほかに何か考え

ていることはあるのか。 

はい。これまで自分なりにさまざま考えながら仕事をしてきたが、世の中には多くの課題を抱え

ている方々が大勢おり、支援活動をしている皆さんもたくさんいる。そうした分野のどこかには、

今後関わっていきたいと考えている。生活に余裕のある方もいれば、自分の力だけではどうにもな

らない方もいる。そういう意味でも、ボランティアとして力になれる場所、関わらせていただける

分野を考えているところである。特に何もなければ、朝の交通安全の旗振りもやりたいし、ゴミ拾

いでも良いのではないかと考えている。 

３期12年を振り返り、残り４か月を残して、自己採点すると100点満点中何点か。 

おこがましくて、とても自分では点数を付けられない。市役所職員がどう見ているか、市民の皆

さんがどう評価されるかが全てである。合格点と言えるわけでもないし、全く駄目だったとは思っ

ていないが、点数化は勘弁いただきたい。 

その時々で最善の策を考えてやってきたつもりである。財源が潤沢であれば市民の声すべてに応

えたいが、そうもいかない中で優先順位をつけ、議会にも丁寧に情報提供してきた。職員もよく頑

張ってくれたと思っている。 

最近では若い人たちが市内で店を開いたり、全国から来た協力隊の皆さんが元気に活動してい

る。市役所職員もそこに関わり、街の雰囲気は良い方向に向かっているのではないかと感じてい

る。 

ここで引退の意思表示をされたわけだが、議会で述べるケースや、県などの例も見聞きしてき

た。今回、この懇談会の場を選んだ理由はあるのか。 

議会ではどうするのかという質問を受けその都度答えてきたが、次の議会では質問は出ない見込

みで、こうした場を設けることが適切ではないかと思い、この場で表明するに至った。 

以 上 



久慈市 

報道機関との定例懇談会 提供資料 

日時：令和７年 12月２日(火) 13：15～ 

場所：市長応接室 

番号 資料名等 担当課 備考 

１ 主要行事予定 各課共通  

２ 久慈地域障がい者アート作品展 社会福祉課  

３ 第九演奏会 文化課  

４ 令和７年度冬の交通事故防止県民運動 生活環境課  

５ 人材確保セミナー 企業立地課  

６ 竹生企画第四弾「マイクロバスと安定」 文化課  

７ 平庭高原スキー場オープン 産業建設課  

８ 令和８年市民新年交賀会 生活環境課  

９ 久慈市市制施行 20 周年記念式典 総務課  

 





久慈地域障がい者アート作品展

主催：久慈地域障害者自立支援協議会
［作品展事務局：県北広域振興局保健福祉環境部 電話 0194-53-4982］

今年も、地域の障害福祉サービス事業所、地域活動支援センター、

自主活動グループなどが制作した作品を展示します

素敵な作品が皆さんをお待ちしております。ぜひ、ご来場くださ

い！

【会期】

令和７年１２月４日（木） ※１２月９日（火）休館日

～１２月１０日（水）１５時３０分

【会場】

久慈市文化会館（アンバーホール）１階エントランスホール

【参加事業所】

①地域活動支援いっぽ ②就労継続支援A型・B型事業所ぎゅっと。

③NPO法人琥珀の泉 地域活動支援センター ④生活訓練施設銀杏荘

⑤ひばりデイサービスセンター ⑥ひばり療護園

⑦地域活動支援センターはあと舎 ⑧みずき園

⑨自主グループしらかば会 ⑩特定非営利活動法人六花

【来場者アンケートの実施】

来場者が展示作品の中から「お気に入りの作品」を最大３点選んで投票、

得票数の多い作品の制作者を表彰します。

「お気に入りの作品」への投票にご協力を！！

資料２
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令和７年度冬の交通事故防止県民運動実施要領 
１ 実施期間 
  令和７年 12月 15日(月)から 12月 24日(水)までの 10日間 
２ 運動の趣旨 
  冬季は、積雪や凍結による道路環境の悪化に伴う交通事故や冬休み中のこどもが関係する交通事故 
の発生が懸念されることから、交通ルールの遵守と交通マナーの実践により、交通事故防止の徹底を図る。 

３ 運動の重点 
① スピードダウンの徹底
② 高齢者と冬休み中のこどもの交通事故防止
③ 飲酒運転の根絶
④ 冬道用タイヤ装着の徹底

４ スローガン 
  「飲む前に 車じゃないよね？ 再確認」 
５ 推進事項 

推進主体 推 進 事 項 

家庭では ○ 車両はスピードが出るほど危険性が増すことを認識し、市街地や交差点、カーブ等

ではスピードダウンを心掛け、安全なスピードで走行するよう注意し合う。

○ 夕暮れ時以降の外出時は、家族全員が反射材用品等の着用を習慣付け、安全な横断

方法を実践する。

○ 事故に遭わない、起こさないために「止まる-見る-待つ」の交通安全行動を習慣付

ける。

○ 高齢運転者に対して、悪天候時や体調不良時は運転を控えるなどの補償運転※１を促

すほか、運転免許証の自主返納について話し合う。

○ 飲酒運転の危険性や違法性を話し合い、「飲酒運転４（し）ない運動」を実践し、家

庭から飲酒運転を許さない社会環境を醸成する。

○ 冬道用タイヤの装着確認や冬道の危険性・特徴について声を掛け合うなどし、「冬

道の安全運転（いち、にっ、さん運動）」を実践し、交通事故を防止する。

地域・職場 

・学校では

○ 町内会、自治会、母の会、老人クラブ等は、高齢者やこどもを中心とした交通安全

講習会を開催し、地域全体で交通安全意識を高める。

○ 各種行事や学校でのホームルーム等を活用し、こどもの冬休み期間中における交通

事故防止について意識を高めるほか、保護者に対する注意喚起を行う。

○ 飲酒運転の危険性や違法性について従業員等に指導するとともに、ハンドルキーパ

ー運動※２の周知や運転者の運転前後のアルコールチェックを確実に実施するなど、飲

酒運転を絶対に「しない」「させない」「許さない」を徹底する。

○ 飲酒する際は、あらかじめ同席する者同士で帰宅方法を確認するなど、飲酒運転の

根絶を図る。

○ 職場内における朝礼・会議等を利用して交通安全啓発を行う。また、自動車運転者

には、午後４時からのライトの早め点灯、原則上向きライト走行など「３（サン）ラ

イト運動」の実践を推奨するとともに、ながらスマホの禁止を呼び掛ける。

○ 安全性を確認した冬道用タイヤへの交換を徹底させ、職場全体で「冬道の安全運転

（いち、にっ、さん運動）」を実践する。

○ ゆとりのある運転計画を立て、気象情報に基づいた適切な指示を行うなど、安全運

転管理を徹底する。

関係機関・ 

団体では 
○ スピードがもたらす危険性等の啓発活動を推進し、スピードダウンの意識付けを図

る。

○ 飲酒運転に伴う運転者・同乗者・酒類提供者等に対する処罰規定を周知し、ハンド

ルキーパー運動やアルコール検知器の活用を促進し、飲酒運転の根絶を図る。

○ 午後４時からのライトの早め点灯、原則上向きライト走行、反射材用品等の着用な

どの模範的な交通行動を示す。

○ 各種広報媒体等を通じて、「冬道の安全運転（いち、にっ、さん運動）」の実践や

冬道用タイヤ装着などの広報を推進する。

資料４



運転者は ○ 天候・路面状況に応じた確実なスピードダウンなど冬道の安全運転（いち、にっ、

さん運動）の実践により、スリップ事故を防止するとともに、歩行者や自転車の安全

を確保する。

○ 高齢運転者は、身体機能の変化や運転技能の低下を自覚し、悪天候時は運転を控え

るなど、自己の運転技能に応じた無理のない運転を心掛ける。

○ 飲酒運転の危険性、違法性、責任の重大性を認識し、飲酒運転は絶対にしない。

○ 安全性を確認した冬道用タイヤへの交換を徹底し、積雪・凍結路の走行に備える。

自転車利用

者は 
○ 自転車も車両であることを再確認し、罰則が強化されたながらスマホをはじめ、飲

酒運転の禁止等の「自転車安全利用五則」を遵守する。

○ 歩道は、歩行者優先であることから、歩行者の通行を妨げるときは必ず一時停止す

る。

○ 夕暮れ時や夜間は、他の車両や歩行者から見えにくいことを理解し、早めにライト

を点灯するほか反射材用品等を活用する。

○ 乗車時の頭部保護の重要性とヘルメット着用の被害軽減効果について理解し、ヘル

メットを着用する。

○ 加害者となる事故に備え、自身と相手を守るため、自転車損害賠償責任保険等への

加入に努める

○ 乗車前等、適切な点検・整備を実施し、安全利用に努める。

○ 悪天候時や路面凍結時、体調不良時等の安全に自転車が利用できない場合は利用を

控えるよう努める。

歩行者は ○ 道路横断の際は、横断歩道を渡り、横断歩道がない場合には、明るい場所や見通し

の良い安全な場所を選び横断する。横断時は、「止まる-見る-待つ」の交通安全行動

の徹底と左右の安全確認、手を上げるなどの「ハンド・コミュニケーション」を実践

し、無理な横断はしない。

○ 夕暮れ時以降の外出時には、反射材用品等を着用する。

○ 高齢者は、夕暮れ時や夜間の交通事故の被害に遭うリスクの高い時間帯の外出を控

えるよう努め、外出時は、明るい目立つ色の服装と反射材用品等を着用する。また、

加齢による身体機能の変化を認識し、余裕を持った横断をする。

 

 

 

 

 

 

 

※１ 危険を避けるため、運転する時と場所を選択し、運転能力が発揮できるよう心身及び環境を整え、加

齢に伴う運転技能の低下を補うような運転方法を採ること。 

※２ 自動車で飲食店等に行く場合、酒類を飲まない人（ハンドルキーパー）を決め、その人が、仲間を安

全に自宅まで送り届ける運動。 

《飲酒運転４(し)ない運動》 

１ 運転するなら酒を飲まない。 

２ 運転する人に酒を提供しない。 

３ 酒を飲んだ人に車を提供しない。 

４ 酒を飲んだ人の車に同乗しない。 

《冬道の安全運転(いち、にっ、さん運動)》 

１ 一割スピードダウンしよう。 

２ 二倍の車間距離をとろう。 

３ 三分早めに出発しよう 

《安全運転五則》 

１ 安全速度を必ず守る。 

２ カーブの手前でスピードを落とす。 

３ 交差点では必ず安全を確かめる。 

４ 一時停止で横断者の安全を守る。 

５ 飲酒運転は絶対にしない。 

≪３（サン）ライト運動≫ 

１ ライトの早め点灯・原則上向きライト 

（ハイビーム）走行

２ 反射材用品、ＬＥＤライト等の着用 

３ 右からの横断者、左からの車に注意 

≪自転車安全利用五則≫ 

１ 車道が原則、左側を通行 

  歩道は例外、歩行者を優先 

２ 交差点では信号と一時停止を守って、 

安全確認 

３ 夜間はライトを点灯 

４ 飲酒運転は禁止 

５ ヘルメットを着用



資料５





アンンババーーホホホホホホーールルルルル 大大大大ホホーールルル
2002255年年1122月21日日［日日］］14時0000分分  開開演

市制施行

資料６



アンバーホール 大ホール
2025年12月21日［日］  開場／13時30分 開演／14時00分

（〒028-0051 久慈市川崎町17-1）

プレイガイド
アンバーホール（TEL:0194-52-2700）
ローソンチケット／ Lコード:22026

託児所 料金： 無料（飲食物等は持参ください）
定員： ８名（定員になり次第終了）
対象： 満１歳～小学２年生程度
※12月 12日( 金) 締切（要電話予約）

チケット料金（全席指定・税込）

S席 8,000円 A席 5,000円 ※友の会割引 1,000 円
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※やむを得ない事情により、出演者などが変更となる場合がございます。
予めご了承ください。

【主催】久慈市教育委員会
お問合せ／アンバーホール TEL:0194-52-2700

　（9:00～ 18:00 ／火曜休み）

アンバーホールHP
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●
営
業
期
間
／
12
月
20
日
㈯
～
3
月
31
日
㈫

●
駐
車
場
／
3
ヵ
所
　
60
0
台
／
無
料

●
平
庭
高
原
ス
キ
ー
ス
ク
ー
ル
（
Ｓ
Ａ
Ｊ
所
属
）

　
開
校
日
　
　
令
和
７
年
１
２
月
下
旬
～
令
和
８
年
３
月
上
旬

１
２
月
、
１
月
：
土
日
祝
祭
日
開
校

２
月
、
３
月
：
日
曜
の
み
開
校

平
庭
観
光
開
発
株
式
会
社

ht
tp
s：
//
hi
ra
ni
w
a.
co
m
/

－
－

☎
01
94
（
72
）2
94
4

☎
01
94
（
72
）2
70
0

平
庭
高

平
庭
高
原原
ス
キ
ー
場
ま
つ

ス
キ
ー
場
ま
つ
りり

202
5

▼202
6 EN
JOY
 SKI
 WO
RLD

ニ
ュ
ー
イ
ヤ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

１
月
１
日
㈭
・
新
春
も
ち
つ
き
大
会

午
前
11
:0
0～
・
お
楽
し
み
ジ
ャ
ン
ケ
ン
大
会

ス
キ
ー
こ
ど
も
の
日

毎
月

第
３
日
曜
日

リ
フ
ト１
日
券

通
常
1,
98
0円
⇒
66
0円

対
象
：
小
学
生

幼
児
の

リ
フ
ト
券
無
料

幼
児
の

リ
フ
ト
券
無
料
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滑
走
距
離
5
5
0
ｍ
、
コ
ー
ス
前
半
部
は
全
長
1
0
0
ｍ
の
ハ
ー
フ
パ
イ
プ
、
後
半
部
は

広
い
緩
斜
面
で
初
心
者
の
練
習
バ
ー
ン
と
し
て
最
適
。

滑
走
距
離
5
5
0
ｍ
。
広
く
整
備
さ
れ
た
こ
の
コ
ー
ス
は
適
度
な
緩
斜
面
で
ビ
ギ
ナ
ー
や

フ
ァ
ミ
リ
ー
に
ピ
ッ
タ
リ
で
す
。

滑
走
距
離
8
0
0
ｍ
。
緩
急
の
差
が
な
く
、
比
較
的
平
均
さ
れ
た
斜
面
。
コ
ー
ス
幅
も
広

く
快
適
な
ク
ル
ー
ジ
ン
グ
が
楽
し
め
ま
す
。

滑
走
距
離
9
0
0
ｍ
。
ス
タ
ー
ト
地
点
は
ち
ょ
っ
と
急
で
す
が
、
コ
ー
ス
を
幅
い
っ
ぱ
い

に
使
っ
て
滑
れ
ば
大
丈
夫
。
後
半
は
、
な
だ
ら
か
な
緩
斜
面
が
続
き
ま
す
。

滑
走
距
離
2
0
0
ｍ
。
こ
の
コ
ー
ス
か
ら
か
も
し
か
コ
ー
ス
を
経
由
し
て
第
１
リ
フ
ト
乗

り
場
ま
で
、
初
級
者
で
も
1
.5
㎞
の
ダ
ウ
ン
ヒ
ル
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

滑
走
距
離
9
0
0
ｍ
。
緩
急
の
変
化
に
富
ん
だ
コ
ー
ス
。
中
間
の
急
斜
面
は
勇
気
を
持
っ

て
ト
ラ
イ
。
し
ら
か
ば
コ
ー
ス
か
ら
の
ス
キ
ー
ヤ
ー
と
の
合
流
に
注
意
。

滑
走
距
離
7
5
0
ｍ
。
第
２
ペ
ア
リ
フ
ト
沿
い
に
滑
走
す
る
上
級
者
コ
ー
ス
。
新
雪
・
深

雪
が
楽
し
め
ま
す
。

滑
走
距
離
7
5
0
ｍ
。
ス
タ
ー
ト
地
点
は
3
0
度
の
壁
と
コ
ブ
斜
面
が
待
ち
受
け
て
ま
す
。

リ
フ
ト
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
熱
い
視
線
を
集
め
て
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
。
L
e
t'
s
ch
a
lle
ng
e
!

滑
走
距
離
8
0
0
ｍ
。
ジ
ャ
イ
ア
ン
ト
ス
ラ
ロ
ー
ム
気
分
で
ビ
ュ
ン
ビ
ュ
ン
飛
ば
そ
う
。

で
も
暴
走
し
な
い
よ
う
し
っ
か
り
ス
ピ
ー
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
ま
し
ょ
う
ね
。

滑
走
距
離
2
0
0
ｍ
。
リ
ー
ゼ
ン
コ
ー
ス
に
隣
接
し
た
回
り
道
。
ボ
ー
ゲ
ン
が
で
き
れ
ば

Ｏ
Ｋ
。
合
流
地
点
で
は
上
か
ら
の
ス
キ
ー
ヤ
ー
に
注
意
。

サ
ウ
ナ

囲
炉
裏

つ
つ
じ
の
間

ロ
ビ
ー

レ
ス
ト
ラ
ン

和
室

洋
室

大
人
　
5
2
0
円
　
小
学
生
　
2
6
0
円

3
5
万
本
の
白
樺
林
が

あ
な
た
を
迎
え
て
く
れ
る
。

ア フ タ ー ス キ ー は

▼▼平
庭
山
荘
で
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
！

平
庭
山
荘
で
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
！

木
造
な
ら
で
は
の
安
ら
ぎ
を
感
じ

さ
せ
る
イ
ン
テ
リ
ア
と
、
自
慢
の

名
物
料
理
が
お
す
す
め
の
「
セ
ン

タ
ー
ハ
ウ
ス
平
庭
山
荘
」
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

■
施
設
概
要

ロ
ビ
ー
及
び
展
示
室
／
管
理
室（
事
務
所
）
／
レ
ス
ト
ラ
ン（
5
6
名
収
容
）
／
研
修
室（
会
議
は
5
0

名
・
宿
泊
は
2
8
名
）／
宿
泊
室（
２
人
室
が
４
室
、
４
人
室
が
５
室
）／
談
話
室（
い
ろ
り
の
部
屋
）／

大
浴
場
「
し
ら
か
ば
の
湯
」
男
女
と
も
4
0
名
収
容
(
サ
ウ
ナ
付
)
／
白
樺
ホ
ー
ル（
2
5
0
名
収
容
）

宿
泊
最
大
が
2
6
8
名
様
ま
で（
本
館
・
コ
テ
ー
ジ
の
最
大
収
容
人
員
）

１
泊
２
食

消
費
税
 含

●
和
　
　
室
１
室
４
名
様
ま
で

1
0
,0
0
0
円
  

●
洋
室
A
（
バ
ス
・
ト
イ
レ
付
き
）

1
1
,5
0
0
円
  

●
コ
テ
ー
ジ
シ
ャ
ワ
ー
タ
イ
プ
　
１
～
４
名

9
,8
0
0
円（
５
名
以
上
　
9
,4
0
0
円
）

バ
ス
タ
イ
プ

１
～
４
名
1
0
,5
0
0
円（
５
名
以
上
 1
0
,1
0
0
円
）

リ
フ
ト
１
日
券
購
入
で
入
浴
料
が
半
額
の
2
6
0
円
に
な
り
ま
す
。
シ
ー
ズ
ン

券
購
入
の
場
合
は
、
１
日
１
回
入
浴
料
が
半
額
に
な
り
ま
す
。
受
付
の
際
、

リ
フ
ト
券
を
フ
ロ
ン
ト
へ
ご
提
示
下
さ
い
。
※
中
学
生
以
上
が
対
象
で
す
。

ス
キ
ー
の
後
は
、
し
ら
か
ば
の
湯
で
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
！

期
間
：
12
月
末
日（
オ
ー
プ
ン
日
よ
り
）

３
月
８
日（
日
）ま
で

※
洋
室
Ｃ
・
和
室
・
コ
テ
ー
ジ
限
定

※
リ
フ
ト
券
は
当
日
ま
た
は
翌
日
の
ご
利
用
と
な
り
ま
す

※
夕
食
は
、
和
食
膳
と
な
り
ま
す

１
泊
２
食
リ
フ
ト
１
日
券
付
き

大
　
人
12
,0
00
円

小
学
生
8,
50
0
円



令和7年11月6日

役　員　各　位

平庭観光開発株式会社

代表取締役　下舘　満吉

平庭高原スキー場安全祈願の開催について（ご案内）

　初冬の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

弊社は、平庭高原スキー場の今シーズン12月20日（土）のオープンに向けて準備を進めて

いる所でございます。

　つきましては、今後一層のご愛顧、ご支援を賜りたく、下記のとおりスキー場安全祈願

の小宴を開催いたしたいと思います。ご多忙の折、誠に恐縮に存じますが、ご臨席賜りま

すようご案内申し上げます。

記

日　時　：　令和７年１２月３日（水）　午前１１時から

場　所　：　平庭高原スキー場（レストハウス千春の施設内において）

※お手数ではございますが、ご参加の有無を11月28日（金）までに御連絡下さいますよう

お願いいたします。

　連絡先：平庭山荘　ＴＥＬ　0194-72-2700





「令和８年市民新年交賀会」実施要項 

１　趣　　旨 

　新年の幕開けに当たり、市民が一堂に会し、市勢発展への決意を新たにするとともに、

今後の飛躍を互いに誓い合うことを趣旨として実施する。 

２　主　　催 

　市民新年交賀会実行委員会 

３　日　　時 

　令和８年１月５日（月）午前 11時～正午 

４　会　　場 

　久慈グランドホテル 

５　会　　費 

　１人 4,000 円 

６　定　　員 

　270 名程度 

７　招待発送来賓（国会及び県議会議員） 

(1) 衆議院議員　鈴木　俊一　氏

(2) 参議院議員　横澤　高徳　氏／木戸口　英司　氏

(3) 県議会議員　工藤　大輔　氏／中平　均　氏

（4） 市議会議長　濱欠　明宏　氏

８　内容 

(1) 開会

(2) 主催者あいさつ（遠藤市長）

(3) 来賓あいさつ（国会議員）※本人出席の場合のみ、県議会議員はあいさつなし

(4) 祝電披露

(5) 乾杯（濱欠議長）

(6) 懇談

(7) 中締め（山王会頭）
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（様式） 

 

担当課 総務課 

標題 

（行事名） 
久慈市市制施行 20周年記念式典 

開催日時 ２月 15日（日） 13 時から 

会場 アンバーホール 

事業の概要 

１ 趣旨 

  平成 18 年３月６日、旧久慈市と旧山形村とが合併し、新久

慈市が誕生してから 20 周年を迎えることから「久慈市市制施

行 20 周年記念式典」を開催する。 

２ 主催 

久慈市 

３ 日時 令和８年２月 15 日（日）13：00～15：30 

４ 会場 久慈市文化会館 大ホール 

５ 対象者 1,000 人程度 

（1）受賞者（2）地元国会議員（3）地元県議会議員（4）市議

会議員（5）関係機関等（6）関係団体等（7）市民 

６ 実施内容 

（1）市制施行 20 周年市勢功労者表彰 

（2）市制施行 20 周年記念講演 

   講師 尾木直樹 氏 

   演題 「尾木ママ流 共感子育て」 

 

その他 
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